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２ ディーゼル自動車等運行規制に伴う検査結果等について

（１）カメラ検査
カメラ検査は、規制対象地域内の道路で、走行車両のナンバープレートを撮影し

違反車両であるかを確認しています。

平成21年10月までのカメラ検査で撮影した規制対象車両は360,846台（県内118,568台、
県外242,278台）で、うち違反車両は5,836台（県内1,224台、県外4,612台）となっています。
違反車両台数の都道府県別内訳は別表のとおりで、兵庫県、岡山県、京都府、奈良県
が多く、４府県で全体の約44%を占めています。また、種別では事業用が85%、自家用が
15%となっています。

１ お知らせ（猶予期間の考え方について）

県条例により、自動車NOｘ・PM法の排出基準に適合しない自動車については、規制対象区

域内の運行を禁止していますが、初度登録日に応じて猶予期間を設けており、普通貨物自

動車は初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の車検証の有効期間満了

日（バスは13年、特殊自動車は11年）で猶予期間が満了します。

例えば、普通貨物自動車で初度登録年月が平成11年2月、車検証の有効期間満了日が平

成20年2月2日の車両であれば、平成21年2月2日が初度登録日の10年間の末日に当たり次

の日の平成21年2月3日から猶予期間切れとなり規制対象地域を運行することはできません。

ただし、車検切れ等で初度登録月と車検証の有効期間満了月が異なっている場合は、車

検証の有効期間満了月まで猶予期間が延びることがあります。
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○カメラ検査（平成21年10月まで）において運行規制違反を確認した府県別台数 別表
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うち違反車両検査車両 平成21年11月までの街頭検査で確認
した車両は1,864台（県内426台、県外
1,438台）で、うち違反車両は93台（県内
18台、県外75台）となっています。
違反車両台数の府県別内訳は別表
のとおりです。また、種別では事業用が
85%、自家用が15%となっています。

検査期間：平成１６年１０月～平成２1年１１月

検査回数：２４１回

（２）街頭検査
国道４３号線等主要幹線道路において、兵庫国道事務所等と合同で検査を実施し、運

行車両の車検証の提示を求め運行規制違反の有無を確認しています。
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○街頭検査（平成21年11月まで）において運行規制違反を確認した都道府県別台数
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荷主等
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※猶予期間切れ車両とは、阪神東南部地域を走行すれば違反となる車両

検査期間：平成１６年１０月～平成２1年１１月

（３）立入検査
運送事業者及び荷主等の立入検査を行い、車検証の確認や委託運送事業者へ

の運行規制の遵守に係る措置状況について確認を行っています。

（４）高校野球応援団バス等調査
第91回全国高校野球選手権記念大会の開催に伴い阪神甲子園球場に来場する

大型バス等について、浜甲子園駐車場において駐車車両のナンバープレートを記録
し、違反かどうかを確認しました。

調査期間：平成21年8月8日～平成21年8月24日の17日間
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1,608
（延べ2,248台）

うち違反車両調査車両

違反車両６台の府県別内訳は、長野県:2台、仙台、石川、
香川、岐阜：各1台です。
なお、運行違反車両については、その車両所有者に対し

て文書で通知し、今後の条例遵守の方策について報告書を
求めました。
３月２１日から開催される第８２回選抜全国高校野球大会

においても、同様にナンバープレートの記録調査を実施しま
すので、ご協力をお願いします。


